
京都式オレンジプラン「１０のアイメッセージ評価」に係る予備調査  

本人調査に係る候補者基準（案） 

本人調査 

 
◆趣旨を説明することで調査に応じ 
   ていただける 
◆ご本人のことをよく理解されている 
    代弁者がいる 
◆予備調査時に周辺症状（BPSD）は 
     みられない 

   

 

 
◆趣旨を説明することで調査に応じて 
   いただける 
◆認知機能（記憶、決定、理由、実行 
  など）の一部に障害が生じているが   
   日常生活には支障がない方 
◆ご本人のことをよく理解されている 
  代弁者がいる 

 
 

 
 
 

認知症の診断がある 認知症の診断がない 

本人調査の候補とする 

【参考】 

●認知症の診断：主治医意見書による診断の記載
がある。 

●認知症高齢者の日常生活自立度：ランクⅠ程度
または要介護認定を受けていない 
●調査にかかる所要時間に対する体力がある。 

調査協力対象者の有無 

 『認知症になっても本人の意思が尊重され、住み慣れた地域で暮らし続けられる社会』へ感じているか確
認し、計画の達成状況を評価する 

 
◆地域の 
 認知症サポート医、 
 認知症カフェ等 
         へ相談 

 
 

 
 
 

対象者を把握していない 

対象者がいる 対象者がいない 

別紙３ 



家族調査 
「認知症の診断を受けた方  」、「認知機能の一部に障害が生
じているが日常生活には支障がない方   」を家族して、介護
（支援）をしている（していた）人 

 
◆現在の調査対象となるため、平成27年1 
  月から平成28年12月に介護（支援）してい 
     た方を対象 

 

 

介護（支援）していた 

家族調査の候補とする 

※１） 認知症の診断：主治医意見 
   書 による診断の記載がある 
※２） 診断の有無は問わない 

 ◆趣旨を説明することで調査に応じていただける 
 ◆認知症について理解されている 
 ◆ご本人のことをよく理解されている 
 ◆「ご家族の思い」と「ご本人の思い」を区別できる 
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 『認知症になっても本人の意思が尊重され、住み慣れた地域で暮らし続けられる社会』へ感じているか確
認し、計画の達成状況を評価する 

※１ 

※２ 

介護（支援）している 


